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４　控除の対象になるかどうかの判定時期
　控除対象配偶者や配偶者特別控除の対象とされる配偶者、扶養親族、障害者などに該当するかどうか
は、原則として、その年１２月３１日の現況により判定しますが、給与の支払を受ける人やその親族が年の
中途で死亡したり、給与の支払を受ける人が年の中途で出国する場合には、その死亡又は出国の時の現
況により判定します（所法８５、措法４１の１６③、４１の１７②）。
　なお、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」又は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提
出する際に、控除対象配偶者や扶養親族、障害者などに該当するかどうかの判定は、これらの申告書を
提出する日の現況によります。この場合、その判定の要素となる所得金額についてはこれらの申告書を
提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額により、また、年齢についてはその年１２月３１
日の現況により判定することになります（基通１９４・１９５－３、１９５の２－１）。

 

１　税額表の使用区分
�　毎月（日）の給料や賞与等の源泉徴収の際に使用する税額表等
　給料や賞与から源泉徴収する税額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使用して求めますが、この税
額表は、給料又は賞与の別、扶養控除等申告書の提出の有無、給与の支給方法に応じ、次のように使
用します。

　Ⅴ　税額表の使用方法

　給与の支払を受ける人自身が、次の①及び②のいずれにも該当する人をいいます（所法２①三十
二、所令１１の３）。
①　次に掲げる学校等の学生、生徒、児童又は訓練生であること。
○イ 　学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特
別支援学校

○ロ 　国、地方公共団体、学校法人、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人等、文部科学
大臣が定める基準を満たす専修学校及び各種学校（以下「専修学校等」といいます。）を設置す
る者の設置した専修学校等で、職業に必要な技術を教授するなど一定の要件に該当する課程を
履修させるもの

○ハ 　認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの
②　その年の合計所得金額が６５万円以下であり、かつ、自己の勤労に基づいて得た給与所得等以外
の所得の金額が１０万円以下であること。
〔注意事項〕

１　上記の①の○ロ 又は○ハ に該当する人が勤労学生控除を受けるためには、 学校等から主務大臣の証明書の写しと学校長
等の証明書の交付を受け、これを「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に添付しなければなりません。

２　給与所得だけの場合には、その年中の給与の収入金額が１３０万円以下であれば、合計所得金額が６５万円以下に
なります。

税 額 表 の 適 用 す る 欄適 用 す る 給 与税額表の区分

甲欄……「給与所得者の扶養控除等申告書」
を提出している人に支払う給与

乙欄……そのほかの人に支払う給与

�　月ごとに支払うもの
�　半月ごと、旬ごとに支払うもの
�　月の整数倍の期間ごとに支払うもの

月　額　表

甲欄……「給与所得者の扶養控除等申告書」
を提出している人に支払う給与

乙欄……そのほかの人に支払う給与
日雇賃金を除きます。

�
�
�
�
�

�　毎日支払うもの
�　週ごとに支払うもの
�　日割で支払うもの日　額　表

丙欄日雇賃金

甲欄……「給与所得者の扶養控除等申告書」
を提出している人に支払う賞与

乙欄……そのほかの人に支払う賞与

賞与
　ただし、前月中に普通給与の支払がない場合
又は賞与の額が前月中の普通給与の額の１０倍を
超える場合には、月額表を使います。

賞与に対する
源泉徴収税額
の算出率の表

（勤労学生）
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（注）　日雇賃金とは、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与をいいいます。ただ
し、一の支払者から継続して２か月を超えて給与が支払われた場合には、その２か月を超えて支払われるものは、こ
こでいう日雇賃金には含まれません（所令３０９）。

�　平成１９年分の所得税については、定率減税の廃止及び税源移譲の実施に伴い、平成１９年１月１日以
後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する「源泉徴収税額表」が変更になっています。平
成１９年中に支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際には、「平成１９年１月以降分　源泉徴収税額表」をご
使用ください。

�　年末調整の際に使用する税額の速算表
　年末調整の際における年税額は、次の速算表により求めます。なお、年末調整のしかた等について
は１７ページを参照してください。

（平成１９年分の年末調整のための所得税額の速算表）

（注） １　課税給与所得金額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
 ２　課税給与所得金額が１６，９２０，０００円を超える場合は、年末調整の対象となりません。

２　税額表の使い方
　毎月 （日） の給料や賞与等の支給の際における税額表の使用に当たっては、 次の点に注意してください。
�　税額表に当てはめる給与の金額は、その月（日）分の給与の金額から厚生年金保険料、健康保険料
及び雇用保険料などの社会保険料等を控除した後の金額によります。

�　税額表は、給与の支払を受ける人の扶養親族等の数に応じて使用するようになっています。
この「扶養親族等の数」とは、控除対象配偶者（老人控除対象配偶者を含みます。）と扶養親族

（老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。）との合計数をいいます。また、給与の支払を受ける
人が、障害者（特別障害者を含みます。）、寡婦（特別の寡婦を含みます。）、寡夫又は勤労学生に該
当する場合には、その該当する数を加え、その人の控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者（特別
障害者を含みます。）に該当する人がいる場合又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、こ
れらの一に該当するごとに扶養親族等の数に１人を加算した数を扶養親族等の数とします。

〔扶養親族等の数の求め方の例示〕
税額表の甲欄を適用する場合の扶養親族等の数の求め方を例示すると、 おおむね次のようになります。

凡　　　例�

…所得者�

　控除対象配偶者（老人�
…控除対象配偶者を含み�
　ます。）�

　扶養親族（老人扶養親�
…族又は特定扶養親族を�
　含みます。）�

障害者（特別障害者を�
含みます。）�…�

…同居特別障害者�

寡婦（特別の寡婦を含�
みます。）又は寡夫�
…�

…勤労学生�

配�

扶�

障�

学�

同障�

寡�

税 額 ＝ � × � － �控 除 額 �税 率 �課 税 給 与 所 得 金 額 �

（Ａ）×５％ －５％ １，９５０，０００　円以下

（Ａ）×１０％　－ ９７，５００円 ９７，５００円１０％１，９５０，０００　円超 　３，３００，０００　　〃　

（Ａ）×２０％　－ ４２７，５００円 ４２７，５００円２０％３，３００，０００　 〃 ６，９５０，０００　　〃　

（Ａ）×２３％　－ ６３６，０００円  ６３６，０００円２３％６，９５０，０００　 〃 ９，０００，０００　　〃　

（Ａ）×３３％　－ １，５３６，０００円 １，５３６，０００円３３％９，０００，０００　 〃 １６，９２０，０００　　〃　
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　Ⅵ　税額の求め方（平成１９年分）

　給与や賞与から源泉徴収する税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」を使用して求めます。
　なお、給与の支払者が電子計算機などの事務機械によって給与の計算を行っている場合には、月額表の
甲欄を適用する給与については、財務大臣が告示する方法によりその給与に対する源泉徴収税額を求める
ことができます（所法１８９、昭６３大蔵省告示１８５号（平１８財務省告示１３６号））。

１　月額表甲欄の使用例（扶養控除等申告書の提出がある場合）

〔税額の計算〕
①　社会保険料等控除後の給与等の金額を求めると、３５５,７４４円（４０５，０００円－４９，２５６円）となります。
②　月額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄で、３５５，７４４円が含まれる「３５３，０００円
以上３５６，０００円未満」の行を求め、その行と「甲」欄の「扶養親族等の数２人」の欄との交わるところ
に記載されている金額７，１８０円を求めます。これがその給与から源泉徴収する税額です。 

�　平成１９年４月分の給与の支給額（月額） ４０５，０００円
�　給与から控除する社会保険料等 ４９，２５６円
�　扶養親族等の数 ２人

（控除対象配偶者あり、扶養親族１人）

（設例）

「扶養親族等の�
数２人」の欄�

（三）� （月　　額　　表）�

355,744円が
含まれる行

求める�
税　額�
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〔所得税源泉徴収簿への記入〕
　月々の給与の支払額や社会保険料等の額、源泉徴収税額などは「給与所得に対する所得税源泉徴収
簿」に記録しておき年末調整などに使用します。

〔記載例〕　　所得税源泉徴収簿

（注）　この所得税源泉徴収簿は、源泉徴収事務の便宜を考慮して作成されているものですが、給与の支払者が使用して
いる給与台帳等であっても、毎月の源泉徴収の記録などが分かり、年末調整のためにも使用できるものであれば、
それを使用して差し支えありません。

２　月額表乙欄の使用例（扶養控除等申告書の提出がない場合）

〔税額の計算〕
①　給与から控除する社会保険料等がありませんので、支給額８０，５００円がそのまま社会保険料等控除後
の給与等の金額になります。

②　月額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄で、８０，５００円が含まれる「８８，０００円未
満」の行を求め、その行の「乙」欄をみますと「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の３％
に相当する金額」となっています。したがって、２，４１５円（８０，５００円×３％）がその給与から源泉徴
収する税額です。

３　日額表の使用
　日額表を使用して税額を求める場合も、月額表の場合と同じ要領で行います。

４　賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の使用例（扶養控除等申告書の提出がある場合）

〔税額の計算〕
①　賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の「甲」欄の「扶養親族等の数２人」の欄をみて、前月の
社会保険料等控除後の給与等の金額２００,６８０円が含まれている「１３３千円以上２６９千円未満」の行を求
め、その行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率（設例の場合には
「２％」）を求めます。これがその賞与の金額に乗ずる率になります。

�　給与の支給額（月額） ８０，５００円
�　給与から控除する社会保険料等 な　し

（設例）

�　７月の賞与の支給額 ５５２，０００円
�　賞与から控除する社会保険料等 ６６，３５６円
�　前月中の普通給与（社会保険料等控除後）の金額 ２００，６８０円
�　扶養親族等の数 ２人
　　（控除対象配偶者あり、扶養親族１人）

（設例）
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②　賞与の金額５５２，０００円から社会保険料６６，３５６円を控除した残額４８５，６４４円に２％を乗じた金額９，７１２
円（４８５，６４４円×２％、１円未満の端数は切り捨てます。）が、その賞与から源泉徴収する税額です。

（賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表）

 

　年末調整とは、給与の支払者がその年最後に給与の支払をする際、給与の支払を受ける各人ごとに、そ
れまでその年中に給与を支払う都度、源泉徴収をした所得税の合計額と、その年中の給与の支給総額につ
いて納付すべき税額（年税額）とを比較して過不足額の精算を行うことをいいます。したがって、この年
末調整は、給与の支払を受ける大部分の人にとって確定申告に代わる役目を果たす重要な手続であるとい
えます。
１　年末調整を行う時期
　年末調整は、原則として、その年最後に給与の支払をする際に行います（所法１９０）が、年の中途で
死亡退職した人や海外の支店への転勤により非居住者となった人などについては、その退職の時又は非
居住者となった時に年末調整を行います。

２　年末調整の対象とならない人
　次に掲げるような人に支払う給与は、年末調整の対象になりません。
�　国内に住所も１年以上の居所も有していない人（非居住者）
�　「給与所得者の扶養控除等 （異動）申告書」を提出していない人（税額表の乙欄又は丙欄の適用者）
�　その年中に支払を受ける給与の収入金額が２，０００万円を超える人
�　「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定によりその年中の給与に対す
る源泉所得税につき徴収猶予や還付を受けた人

�　年の中途で退職（死亡退職などを除きます。）した人
３　年末調整の対象となる給与
　年末調整の対象となる給与は、その年１月１日から１２月３１日までの間に支払うことが確定した給与で
す。したがって、実際にその給与を支払ったかどうかに関係なく、その年中に支払うことが確定してい
る給与は、たとえ未払であっても、その年中の給与に含めて年末調整を行うことになります。

４　年末調整の事務手順
　　年末調整の事務手順については、毎年、年末調整を行う時期に税務署から配布する説明書（「年末調
整のしかた」）を参照してください。

 

　Ⅶ　年末調整

賞与の金額に�
乗ずべき率�

前月の社会保険料等控除後

の給与等の金額 200,680円

が含まれる行

「扶養親族等の�
数２人」の欄�

▲�

▲�

▲
�▲

�


